
 
 

令和５年度 
福岡県留置施設視察委員会の活動結果等について 

 

■ 委員会設置の趣旨 

  平成１９年６月１日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」 

に基づき、留置施設の運用状況の透明性を高め、被留置者の適正処遇を確保するために設 

けられた第三者機関です。 
 
■ 委員会の組織 

 ・ 委員は６人（弁護士、医師、教育関係者等）で組織されています。 

 ・ 委員は、福岡県公安委員会が任命する非常勤特別職の地方公務員です。 

 ・ 委員の任期は１年です。 
 
■ 委員会の職務 

  委員会は、留置業務管理者（警察署長）等からの情報提供、留置施設の視察、被留置者 

との面接等により留置施設の運営状況を確認・把握し、留置業務管理者に対して改善等に 

関する意見を述べます。 
 
■ 活動状況（令和５年６月１５日から令和６年６月１４日までの間）   

留置施設の視察数 １８施設 

会 議 の 開 催 回 数 
４回 令和５年６月２９日・令和５年１１月２９日 

   令和６年２月１４日・令和６年５月１５日 

面接等の実施件数 

被留置者から提出された意見・提案書  ～ １５通 

被 留 置 者 と の 面 接   ～  ７人 

留 置 担 当 官 と の 面 談  ～ ２１人 

 
■ 留置施設の運営状況に対する委員会からの意見及び改善等の措置状況 
 
 １ 日課時限について 

意見の要旨 改善等の措置状況 

日課時限（１日のスケジュール表）は各

留置施設で若干前後するものの、適切に守

られており、起床から就寝まで、洗面や食

事が摂れなかったり、運動の時間が遅れる

などの問題は見当らなかった。 

引き続き、適正な日課時限の確保に努め

ます。 

 

日課時限の掲示について、外国語表記の

拡充を検討されたい。 

外国語については、今後の外国人の収容

状況を検証し、拡充を検討します。 

日課時限に限らず差入可能物品に関す

る情報等、被留置者に周知されるべき情報

については、告知書への記載を検討し、被

留置者への説明に役立てることは業務の

省力化・効率化を図る上でも有益である。 

今後、必要性を含め、見直しについて検

討します。 



 

２ 居室内部の環境について 

意見の要旨 改善等の措置状況 

 古い留置施設であっても、居室の広さに

特に不足はなく、清掃や整理整頓が徹底さ

れており、衛生上の問題はなかった。 

 

 引き続き、留置施設の適正な管理・運用

に努めます。 

留置施設内の時計の設置については、今

後も積極的に推進されたい。 

 

順次、設置する留置施設を拡充します。 

 

 
 

３ 洗面・ロッカー等の共用スペースについて 

意見の要旨 改善等の措置状況 

 洗面施設、個人ロッカー等の設備に問題

がある施設はなかった。 

 引き続き、施設の適正な管理・運用に努

めます。 

 

電気シェーバーの共用は、衛生面での危

険が危惧されることから、個別貸与を検討

するなど感染症対策に万全を期されたい。 

 個別貸与に必要となる台数を調達する

ため、関係部署と協議を進めています。 

なお、電気シェーバーは、使用の都度、

アルコール消毒を実施して対応していま

す。 

 
  

 

４ 被留置者の健康状態の把握（事故防止）等 

意見の要旨 改善等の措置状況 

周囲の目を盗んで敢行される自殺を即

時に発見するのは一層困難に思われるが、

被留置者の生存確認や健康状態の急変等

を適時・確実に把握するための方法とし

て、バイタルセンサーの導入が望ましい。 

 

このようなシステムを導入するには、時

間を要すると思われるため、現時点におい

ては、被留置者に対する声掛けや巡視、巡

回を行っていきます。 

 

５ 施設設備に関するその他の事項について 

意見の要旨 改善等の措置状況 

保護室については、各階に設けるのが望

ましいため、予算措置等の制約の範囲で可

能な限り、改修設置工事を調整されたい。 

 

可能な限り、保護室を設置できるよう協

議を進めていきます。 

 

 



６ 食事について 

意見の要旨 改善等の措置状況 

 食事に関しては、例年、被留置者からの

意見・要望が集中するが、相当の理由があ

り、栄養面、予算面で支障がなく、対応可

能なものは、改善を検討されたい。 

 

 

今後も被留置者の健康を維持するため、

必要な栄養を備えた糧食を提供し、適正処

遇の確保に努めます。 

なお、被留置者の食事については、定期

的に検査を実施し、厚労省が推奨する基準

を満たしているかなどを確認しています。 

温かい食事への期待から、汁物（麺類、

みそ汁等）の提供の希望や、カップ麺等の

自弁を許可について、可能な範囲内での対

応を求めたい。 

留置施設内の安全保持や保管衛生上の

問題があるため、今後、検討を行います。 

 被留置者の中には、複数の留置施設に留

置された経験に基づき不満を述べる者も

いることから、各留置施設において購入で

きる物品の統一を検討されたい。また、外

国人向けに写真入りの購入品リストを備

えた施設も存在することから、他の施設へ

の拡大を検討されたい。 

契約業者が対応できない場合もありま

すが、可能な限り物品の統一に努めます。 

外国人向けの購入品リストについても、

各留置施設の収容状況等に応じ、改善を検

討します。 

  

 

７ 外部交通について 

意見の要旨 改善等の措置状況 

 例年、１日あたりの手紙の発信数等の緩

和、小机や書きやすい筆記具の導入要望が

あるが、留置担当官の負担にならない範囲

で導入を検討されたい。 

 

 

 手紙の発信には、証拠隠滅の防止や重量

超過がないように一定の制限を設けてい

ますが、緊急性が高いと判断されるものな

どについては、例外的に発信を認めるな

ど、個別に対応しています。 

小机や書き易い筆記具の導入について

も他県の使用状況等を参考に必要性等を

検討します。 
  

 

８ 書籍について 

意見の要旨 改善等の措置状況 

 今後も、外国語の書籍や漫画本、絵本の

設置・拡充を推進されたい。 

 

 

 

 漫画本を設置していない留置施設もあ

りますが、英語やベトナム語等の外国語書

籍を全ての留置施設に準備しています。 

なお、今後も収容状況に応じ、必要な書

籍の増冊に務めます。 
 

 

 



９ 施設職員の職場環境等について 

意見の要旨 改善等の措置状況 

 留置管理部門には、捜査部門等への登竜

門的位置付けが与えられていることや署

長等幹部とのコミュニケーションが取れ

ていることなどが、留置担当官の勤務に対

するモチベーションにつながっているこ

とが窺えた。 

 今後も留置担当官に対する士気高揚施

策を促進します。 

 

 

 

 留置施設の老朽化等の問題も留置担当

官の工夫や努力で解決されているが、設備

の限界が職員の負担に転嫁されている一

面がある。 

 留置担当官の要望や留置施設視察委員

会の意見を参考に施設改修を進めるなど

して、留置担当官の職場環境の改善に努

め、負担を軽減できるよう努めます。 
 

 

10 新型コロナウイルス感染症への対応について 

意見の要旨 改善等の措置状況 

 新型コロナウイルスは完全に消滅した

わけでなく、弱体化したとはいえ、高齢者

や基礎疾患のある患者などにとって重症

化リスクの高い感染症であるため、引き続

き基本的な感染防止対策を適切に講じら

れたい。 

 引き続き、感染防止対策を徹底し、被留

置者の適正処遇に努めます。 

 

 

 


